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IFRS in Focus 
IASBは、IFRS第 9号の分類および測定の要求事項の適用後のレビューに関する見解を
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本 IFRS in Focusは、2021年 9月に国際会計基準審議会（IASB）が公表した情報要請「IFRS第 9号『金融

商品』適用後レビューの-分類および測定」について解説する。 

•IASBは、以下を識別するために、利害関係者からのコメントを求める情報要請（RfI）を公表した。 

– IFRS第 9号の分類および測定の要求事項が、財務諸表の利用者に有用な情報を提供しているかどう

か。 

– 適用が困難および基準の一貫した適用を妨げる可能性のある要求事項があるかどうか。 

– 基準の適用または強制すること関連して生じている予想外のコストがあるのかどうか。 

•コメント期間は、2022年 1月 28日に終了する。 

背景 

IFRS第 9号「金融商品」は、2018年 1月 1日以後開始する事業年度に発効し、IAS第 39号「金融商品：認

識及び測定」を置き換えた。IFRS第 9号は、金融商品会計に以下の主な改善をもたらした。 

• 企業の事業モデルと資産のキャッシュ・フロー特性を反映した金融資産の分類および測定の要求事項 

• 貸倒損失をより適時に認識する予想信用損失モデル 

• リスクマネジメントの経済性と会計処理との間のより良いリンクを持つヘッジ会計モデル 

IASBは、分類および測定の要求事項から、IFRS第 9号の適用後レビュー（PIR）を開始した。IASBは、減損

およびヘッジ会計の章の適用の影響に関するより多くの情報が利用可能になった後で、減損の要求事項およ

びヘッジ会計の要求事項に関するフィードバックを求める。 

回答者に対する質問 

分類および測定 

IFRS第 9号は、金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性および企業が金融資産を管理する方法に測定を

合わせる、原則ベースのアプローチを提供している。IASBは、金融負債についての要求事項が機能している

ことをフィードバックが示したため、IFRS第 9号は金融負債に対する IAS第 39号の分類および測定の要求

事項をほとんど変更せず、維持した。 

IASBは、分類および測定の要求事項の変更が、金融商品の会計処理にほとんど影響を及ぼさないというフィ

ードバックを利害関係者から聞いた。例えば、多くの基本的な融資の取決めは、IAS第 39号を適用して償却

原価で測定され、IFRS第 9号を適用して引き続き償却原価で測定される。 

IFRS Global office 

2021年 10 月 

注： 本資料は Deloitteの IFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳した

ものです。 

       この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版

ニュースレターをご参照下さい。 
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RfIは、IFRS第 9号の分類および測定の要求事項により、資産のキャッシュ・フロー特性および企業が資産を管理すること

を見込んでいる方法に、金融資産の測定を合わせることができるかどうかを質問している。また、要求事項が、将来キャッシ

ュ・フローの金額、時期および不確実性に関する財務諸表の利用者に有用な情報を企業が提供することをもたらすかどうか

を質問している。 

この質問により、IASBは、金融商品に関する情報の作成、監査、強制または使用における継続的なコストおよび便益を

含む、IFRS第 9号によって導入された分類および測定の変更の影響に関する情報を求めている。 

金融資産を管理する事業モデル 

IFRS第 9号の「事業モデル」とは、契約上のキャッシュ・フローを回収する、金融資産を売却するまたはその両方を行うこと

により、企業がキャッシュ・フローを生み出すためにどのように金融資産を管理するかを指す。事業モデルは、通常は、事業

の目的を達成するために行う企業の活動を通じて観察可能である。 

RfIは、事業モデルの評価が IASBの意図通りに機能しているかどうか、すなわち、事業モデルの評価に基づいて金融資産

を分類し、測定することを企業に要求することが、企業がキャッシュ・フローを生み出すためにどのように金融資産を管理す

るかに関する有用な情報を財務諸表の利用者に提供するという、IASBの目的を達成するかどうかを質問している。 

また、RfIは、事業モデルの評価を一貫して適用できるかどうか、すなわち、IFRS第 9号の異なる事業モデルの区別が明確

であるかどうか、および企業が事業モデルを決定する際に考慮する証拠に関する適用指針が十分であるかどうかを質問し

ている。 

また IASBは、事業モデルの評価から生じる予想外の影響があるかどうか、また、ある場合はどれほど重要であるかについ

ても情報を入手したいと考えている。IASBは、財務諸表の作成者、財務諸表の利用者、監査人または規制当局に対する財

務報告または運用上の影響を考慮して、事業モデル評価のコストと便益に特に関心を持っている。 

追加の情報要請-分類変更 

IFRS第 9号では、金融資産を管理する企業の事業モデルが変更された場合、かつ、その場合にのみ、測定カテゴリー

間で分類変更することが要求される。当該変更はまれであると予想される。 

IASBは、どのような状況で、どのくらいの頻度で分類変更が発生しているかを理解したいと考えている。また、重要な事

象が生じたが、事業モデルの変更に対する IFRS第 9号の条件が満たされていない状況について知りたいと考えてい

る。 

契約上のキャッシュ・フロー特性 

償却原価は、金融商品の存続時間にわたって実効金利法を使用して利息の支払いを割り当てる単純な測定手法であ

る。契約上のキャッシュ・フローが基本的な融資の取決めと整合しないリスクまたはボラティリティを導入しない場合にの

み、有用な情報を提供することができる。したがって、金融資産の分類および測定方法を決定する 1つの条件は、金融

資産の契約条件が、元本及び元本残高に対するの利息の支払いのみである（SPPI）キャッシュ・フローが所定の日に生

じるかどうかである。資産が保有される事業モデルを条件に、SPPIキャッシュ・フローを有する金融資産のみが、償却

原価または OCIを通じて公正価値（FVTOCI）を使用した測定に適格となる。 

RfIは、キャッシュ・フロー特性の評価が IASBの意図通りに機能しているかどうか、すなわち、資産のキャッシュ・フロー特性

を考慮して金融資産を分類し測定することを企業に要求することが、将来キャッシュ・フローの金額、時期および不確実性に

関する有用な情報を財務諸表の利用者に企業が提供するという、IASBの目的を達成するかどうかを質問している。 

契約上のキャッシュ・フローが SPPIテストを満たさない特定の資産を、償却原価または FVTOCIで測定するべきであると回

答者が考える場合、IASBは、これらの資産のキャッシュ・フローが SPPIを満たしていない理由と、回答者の見解としてどの

測定アプローチが有益な情報を提供し得るかを知りたいと考えている。回答者は、測定アプローチがどのように適用される

かについても説明しなければならない。 
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また、RfIは、キャッシュ・フロー特性の評価を一貫して適用できるかどうか、すなわち、IFRS第 9号の範囲に含まれるすべ

ての金融資産に一貫した方法で評価を適用できることに十分であるよう、要求事項が明確かつ包括的であるかどうかを質問

している。 

IASBはまた、キャッシュ・フロー特性の評価から予想外の影響があるかどうか、もしそうである場合、それがどれほど重要で

あるかに関する情報を求めている。IASBは、財務諸表の作成者、財務諸表の利用者、監査人または規制当局に対する財

務報告の影響または運用上の影響を考慮して、契約上のキャッシュ・フローの評価のコストと便益に特に関心を持っている。 

. 

追加の情報要請－サステナビリティにリンクしている要素を有する金融商品 

最近の市場動向は、サステナビリティのイニシアチブ、指数または目標に関連する契約条件を有する金融商品の増加を

生み出している。場合によっては、これらの条件は、金融商品の契約上のキャッシュ・フローに影響を与える場合があ

る。例えば、ローンの金利は、借手が特定された環境、社会、ガバナンス（ESG）目標を満たしているかどうかによって異

なる場合がある。 

IASBは、IFRS第 9号が、サステナビリティにリンクしている要素を有する金融資産が、SPPIキャッシュ・フローを有す

るどうかを判断するための十分なガイダンスを提供しているかどうか、および契約上のキャッシュ・フロー特性の評価を

それらの金融資産に適用することが、将来のキャッシュ・フローの金額、時期および不確実性に関する有用な情報を財

務諸表の利用者に提供するアプローチを使用して、それらの資産が測定されるかどうかについての情報を求めている。 

  

追加の情報要請－契約上リンクしている商品 

一部の金融資産は、信用リスクの集中を生じさせる複数のトランシェで構成されている。すべてのトランシェの支払い

は、原金融商品プールでの支払いに契約上リンクしており、各トランシェの保有者は、発行者が上位のトランシェを満

たすのに十分なキャッシュ・フローを生成した場合にのみ、支払いに対する契約上の権利を有する。これらの金融資

産は、契約上リンクしている商品（またはトランシェ）と呼ばれる。IFRS第 9号は、そのような契約上リンクしている商

品の分類は、「ルックスルー」アプローチを使用して、保有者が金融商品を当初認識した日の条件に基づいて評価す

ることを要求している。分類は、金融商品の条件（SPPIキャッシュ・フローが含まれているかどうかを判断する）、およ

び原金融商品プールの評価に基づく。この評価では、原金融商品の特性および原金融商品のプールの信用リスクと

比較したトランシェの信用リスクへのエクスポージャーを考慮する。 

IASBは、契約上リンクしている商品の要求事項が適用される事実パターン、およびそれらを適用した結果を理解した

いと考えている。IASBはまた、IFRS第 9号が契約上リンクしている商品に関する十分な適用指針を提供しているか

どうか（例えば、要求事項が適用される金融資産の範囲）を理解したいと考えている。IASBは、金融資産が契約上リ

ンクしている商品であるかどうかを評価することがどのような状況で複雑であるか、そしてなぜそれが複雑なのかを理

解したいと考えている。 

資本性金融商品とその他の包括利益 

資本性金融商品は SPPIキャッシュ・フローを有さないため、純損益を通じて公正価値で測定される（FVTPL)。IASBは、公

正価値が、資本性金融商品への投資から生じるキャッシュ・フローの金額、時期および不確実性に関する最も有用な情報を

提供することを決定した。IFRS第 9号は、売買目的保有ではない資本性金融商品への投資の価値の変動を OCIに表示

する取消不能の選択を当初認識時に行うことを企業に認めている。これらの利得および損失は、投資の処分において純損

益に「リサイクル」されず、当該投資は減損の要求事項の対象ではない。 

利害関係者は、利得および損失のリサイクルの禁止についてさまざまな見解を有しており、資本性金融商品の処分時に純

損益に振り替えるべきであるという見解もある。当該見解を有する利害関係者は、会計処理は実現利得および損失と未実

現利得および損失との区別を維持すべきであることを、これまで示している。一部の利害関係者は、処分時に実現利得およ

び損失をリサイクルしないことは、財務諸表の利用者に対して当該処分に関する十分な情報が提供されないことを示してい

る。彼らの見解では、これは、資本性金融商品への長期的な投資が企業にとってあまり魅力的ではない結果をもたらす可能

性がある。 
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RfIは、資本性金融商品への投資に対する公正価値の変動を OCIに表示するオプションが IASBの意図したとおりに機能

しているかどうか、すなわち IFRS第 9号を適用して作成された資本性金融商品への投資に関する情報が、財務諸表の利

用者にとって有用であるかどうかを質問している（FVTPLで測定された資本性金融商品と OCI表示のオプションが適用され

ている資本性金融商品の両方を考慮する）。OCI表示オプションが適用されている資本性金融商品について、IASBが適用

オプションを意図した投資の種類、処分時の利得および損失のリサイクルの禁止、IFRS第 7号「金融商品：開示」が要求す

る開示を考慮して、当該投資に関する情報が有用であるかどうかを知りたいと考えている。 

IASBはまた、企業が、どの資本性金融商品についての公正価値の変動を OCIに表示することを選択するかを知りたいと

考えている。IASBは特に、当該資本性金融商品の特性、当該金融商品にオプションを使用することを選択した企業の理

由、および企業の株式投資ポートフォリオのうち、当該金融商品がどのぐらいの割合を構成するかを説明することを求めて

いる。 

RfIはまた、資本性金融商品への投資の公正価値の変動を OCIに表示するオプションから生じる予想外の影響があるかど

うか、また、そうである場合、これらがどの程度重要であるかを質問している。回答者は、IFRS第 9号によって導入された要

求事項が企業の投資決定に影響を及ぼすかどうかを説明し、IASBが影響の文脈と重大さを理解することを可能にする、利

用可能な証拠を提供することを求められている。 

金融負債と自己の信用 

企業自身の債務の公正価値は、企業自身の信用リスクの変動の影響を受ける。これは、企業の信用度が低下する場合、そ

の負債の価値を低下させ、当該負債が公正価値で測定される場合、企業は利得を認識することを意味する（および企業の

信用度が上昇する場合、企業は損失を認識する）。任意に FVTPLに指定された金融負債に対する直感に反し混乱させる

結果に関する懸念に対処するために、IFRS第 9号は、企業自身の信用リスクの公正価値変動を、純損益ではなく OCIで

認識することを要求している（純損益における会計上のミスマッチが創出または拡大される場合を除く）。 

RfIは、自己の信用の影響を OCIに表示する要求事項が IASBの意図どおりに機能しているかどうかを質問し、関連する開

示要求を含む要求事項が IASBの目的を達成したかどうかを説明することを求めている。特に IASBは、当該要求事項が

金融負債の適切な母集団を捕捉しているかどうかに関する情報に関心を持っている。 

IASBはまた、IASBが PIRの一部として検討すべき金融負債に関する他の事項があるかどうかを知りたいと考えている。 

契約上のキャッシュ・フローの条件変更 

契約上のキャッシュ・フローが再交渉または条件変更（modification）される場合、当該条件変更により、企業が金融商品の

認識を中止または帳簿価額を再計算する結果となる可能性がある。IFRS第 9号は、金融資産または金融負債の「条件変

更」を定義していない。金融資産の場合、IFRS第 9号は契約キャッシュ・フローの条件変更または再交渉を指し、金融負債

の場合は契約条件の条件変更を指す。 

金利指標改革の影響を会計処理するために IFRS第 9号を修正する際、IASBは、IFRS第 9号における「条件変更」の記

述の省略と、金融資産と金融負債の条件変更を記述する異なる文言の使用が、実務における多様性をもたらす可能性があ

ることを認識した。当時 IASBは、条件変更の要求事項を明確にすることが役立つかもしれないことを示し、IFRS第 9号に

対する狭い範囲の修正の可能性を検討すると述べた。 

RfIは、契約上のキャッシュ・フローの条件変更の要求事項が IASBの意図したとおりに機能しているかどうか、および回答

者が金融資産の条件変更および金融負債の条件変更であると考える変更（change）を質問している。IASBは、条件変更の

項の適用および条件変更に関連する開示要求が、財務諸表の利用者にとって有用な情報をもたらすかどうかを知りたいと

考えている。 

IASBはまた、契約上のキャッシュ・フローの条件変更の要求事項を一貫して適用することが可能かどうかに関する情報を求

めている。回答者は、当該要求事項により、企業が金融資産または金融負債が条件変更されたかどうかを一貫した方法で

評価することが可能かどうか、および条件変更により認識の中止をもたらすかどうかを説明することが求められる。IASBは

また、当該要求事項が金融資産と金融負債に異なって適用されているかどうかにも関心を持っている。 
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償却原価および実効金利法 

実効金利法は、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、金利収益または金利費用の関連期間にわたる配分および

純損益への認識に使用される方法である。実効金利は、金融資産または金融負債の予想存続期間を通じて、将来のキャッ

シュ・フローを、金融資産の総額での帳簿価額のまたは金融負債の償却原価に正確に割引く率である。 

RfIは、実効金利法が IASBの意図したとおりに機能しているかどうかを質問している、すなわち、要求事項を適用する

ことにより、実効金利法を適用して測定される金融商品の将来キャッシュ・フローの金額、時期および不確実性に関す

る財務諸表の利用者にとって有用な情報をもたらすかどうかを質問している。 

IASBはまた、実効金利法を一貫して適用することが可能かどうかに関心を持っており、IFRS第 9号の B5.4.5項または

B5.4.6項（キャッチアップ調整）を適用する契約キャッシュ・フローの条件変更の種類に関する情報、およびそれらの項が適

用される場合を決定する際の実務における多様性があるかどうかに関する情報を求めている。 

また回答者は、キャッチアップ調整が表示される純損益の表示項目、および当該調整が通常どのぐらい重要であるかついて

も説明しなければならない。 

追加の情報要請—条件付の金利および将来のキャッシュ・フローの見積り 

最近、金融商品の当初認識時の実効金利の計算および事後のキャッシュ・フローの見積りの変化をどのように会計処理

するかについて、IASBは異なる見解および様々な疑問を学んだ。これらの疑問は、条件付の金利および将来のキャッ

シュ・フローの見積り（例えば、条件変更を含む見積りキャッシュ・フローの変動をどのように考慮するか）に関連してい

る。 

IASBは、実効金利法の適用指針が、この方法の一貫した適用を可能にするかどうかを理解したいと考えている。 

移行 

IFRS第 9号への移行に際して、企業は本基準を遡及的に適用することが要求されたが、遡及適用から生じた可能性のあ

る困難に対処するために救済措置が設けられた。 

分類および測定に関連するこれらの移行の救済措置の一部を適用する際に、企業は、 

• 関連する金融商品が当初認識された日ではなく、IFRS第 9号の適用開始日の状況に基づいて、企業の事業モデルの目

的が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を管理することであるかどうかを評価した。 

• 関連する金融商品が当初認識された日ではなく、適用開始日の状況に基づいて、金融資産または金融負債が、公正価値

オプションの指定の要件を満たしているかどうかを評価した。 

• 本基準の適用開始時に修正再表示した比較情報を表示することが認められるが、要求されない。 

• 適用開始日より前に認識が中止された金融商品に、IFRS第 9号を適用しない。 

IASBは、修正再表示した比較情報を表示する要求事項を免除したため、代わりに IFRS第 9号への移行に関する金融商

品の分類への影響を開示することを企業に要求した。 

RfIは、経過措置が IASBの意図した通りに機能したかどうか、すなわち、修正再表示した比較情報から救済措置および移

行開示の要求事項の組合せが、財務諸表の作成者のコストの削減および財務諸表の利用者への有用な情報の提供との間

で適切なバランスを達成したかどうかを質問している。 

IASBはまた、財務諸表の利用者に対する情報の有用性を大幅に低下させることなく、IASBが追加の移行の救済措置を提

供できたかどうか、およびどのような要求事項に対して、追加の移行の救済措置を提供できたかを知りたいと考えている。 



IFRS in Focus  

 

6 
 

回答者には、経過措置を適用する際に予想外の影響があったかどうか、または課題があったかどうかか、またそれらの課題

がどのように克服されたのかが質問されている。 

その他の事項 

IASBは、特に基準設定プロジェクトの目的が満たされているかどうか、本基準が提供する情報が財務諸表の利用者にとっ

て有用であるかどうか、本基準を適用する際に企業が提供する情報の作成、監査、強制または使用にコストが見込まれる

かどうか、および本基準を一貫して適用することが可能かどうかに関するフィードバックを共有することを利害関係者に求め

ている。 

IFRS第 9号を開発する IASBのアプローチを全般的に考慮すると、RFIはまた、IASBの将来の基準設定プロジェクトに役

立つ意見を提供することができるレッスンについての見解を求めている。 

コメント期間 

RfIのコメント期間は 2022年 1月 28日に終了する。 

さらなる情報 

Rflについてご質問がある場合は、通常のデロイト連絡先にご連絡ください。 

 

  
デロイト会計リサーチ・ツール（DART）は、会計および財務情報開示資料の包括的なオンライン・ライブラリです。 

iGAAP on DARTでは完全版 IFRS基準へのアクセスが可能であり、以下のリンクがあります。 

• デロイトの最新の iGAAPマニュアル。IFRS基準に基づく財務報告のためのガイダンスを提供しています。 

• IFRS基準に基づいて報告する企業のモデル財務諸表 

DARTへのサブスクリプションを申し込むには、ここをクリックして、アプリケーション・プロセスを開始し、iGAAPパッケー

ジを選択します。 

サブスクリプションパッケージの価格を含む DARTの詳細については、ここをクリックしてください。 

https://dart.deloitte.com/iGAAP
https://subscriptionservices.deloitte.com/#/plan
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/solutions/igaap-on-dart-global.html
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバー

であるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルテ

ィング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士

法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日

本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業

務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国

内約 30都市以上に 1万名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細は

デロイト トーマツ グループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメン

バーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または

“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三

者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよび DTTLの各メンバーファームならびに関

係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作

為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は 

www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシ

フィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィ

ックにおける 100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メル

ボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務

およびこれらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超える国・地域にわたる

メンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称して“デロイトネットワーク”）を通じ Fortune Global 500®

の 8割の企業に対してサービスを提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約

312,000名の専門家については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、

そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイト・ネットワー

ク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与える

ような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関

して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。また DTTL、そのメンバーフ

ァーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接また間接に発生したいか

なる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞ

れ法的に独立した別個の組織体です。 
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